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令和５年第12回厚岸町教育委員会会議録

日 時 令和５年８月30日 午前10時00分

招 集

場 所 厚岸町海事記念館 １階 会議室

開 会 日 時 令和５年８月30日 午前10時00分

閉 会 日 時 令和５年８月30日 午前11時09分

田 辺 正 保

濱 秀 利

出 席 委 員

森 脇 直 美

成 澤 幸 恵

欠 席 委 員

会議録署名 教 育 長 滝 川 敦 善

委 員 委 員 濱 秀 利

会 議 事務局職員 管理課長 諸 井 公

出 席 者 指導室長 藏 光 貴 弘

学校給食センター所長 小 池 裕 子

生涯学習課長 川 越 一 寿

海事記念館長 菅 原 卓 己

Ｂ＆Ｇ海洋センター所長 千 葉 隆 行

管理課長補佐 車 塚 洋

その他の者
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議事日程

日
議案番号 付 議 事 件

程

１ 開会

２ 会期の決定

３ 前回会議録の承認

４ 会議録署名委員の指名

５ （報 告）

報告第10号 教育長の報告すべき事項について【報告済】

６ （議 案）

議案第47号
令和５年度厚岸町一般会計補正予算（教育費）の申出について
【原案可決】

令和６年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに
議案第48号 特別支援学級用教科用図書（一般図書）の採択について

【原案可決】

議案第49号
令和５年度全国学力・学習状況調査結果の公表について
【原案可決】

７ 閉会
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令和５年第12回厚岸町教育委員会

令和５年８月30日

午前10時00分開会

●教育長 ただいまから、令和５年第12回厚岸町教育委員会を開

会します。これから、本日の会議を開きます。

なお、本日の付議事件のうち、「報告第10号」につい

ては、令和５年度全国学力・学習状況調査結果に関する

報告のため、会議規則第15条の規定により非公開として

進めたいと思いますがよろしいですか。

（はい。の声）

●教育長 それでは、そのように決定いたします。

●教育長 日程第２、「会期の決定」についてであります。委員

会の会期を本日、８月30日の１日間としてよろしいです

か。

（はい。の声）

●教育長 それでは、会期を本日８月30日の１日間といたします。

（はい。の声）

●教育長 それでは、そのように決定いたします。

●教育長 日程第３、「前回会議録の承認」についてであります。

令和５年８月21日に開会した、第11回教育委員会の会

議録の承認についてでありますが、会議録署名委員の田

辺委員、私がそれぞれ署名済みでありますので、これ
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をもちまして承認とさせていただきます。

●教育長 日程第４、「会議録署名委員の指名」についてであ

ります。本日の会議録署名委員は、会議規則第17条の

規定により、濱委員を指名いたします。

●教育長 日程第５、非公開事件であります報告第10号「教育長

の報告すべき事項について」を議題といたします。職

員は、内容の説明をしてください。

●指導室長 【非公開事件のため省略】

●教育長 内容は、令和５年度全国学力・学習状況調査結果概

要、令和４年度標準学力調査結果概要についてであり

ます。これから質疑を行います。

【非公開事件のため省略】

●教育長 なければ、報告第10号を終わります。

●教育長 日程第６、議案第47号「令和５年度厚岸町一般会計

補正予算（教育費）の申出について」を議題といたし

ます。職員は、提案理由と議案内容の説明をお願いし

ます。

●管理課長 ただ今上程いただきました、議案第47号「令和５年

度厚岸町一般会計補正予算（教育費）の申出について」、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

令和５年９月４日から開会される「第３回厚岸町議

会定例会」に上程する、令和５年度厚岸町一般会計補

正予算の教育費に関する予算を厚岸町長に申し出いた

したく、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
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第29条の規定により、本案を提出するものであります。

はじめに、教育費全体の歳入・歳出予算について、

議案第47号の別紙「平成５年度厚岸町一般会計補正予

算（教育費）事項別明細書」によりご説明いたします。

歳入でありますが、今回の補正予算で計上はござい

ません。

３ページをご覧願います。

９款教育費、現予算額397,524千円から3,387千円を

計上し、補正後の教育費の予算額は400,911千円となり

ます。

詳細につきましては、各課からご説明申し上げます。

それでは、私からは管理課所管の補正予算について

ご説明いたしますが、９月補正予算に関しましては、

当初予算に未計上で新たに発生した事業、また12月補

正予算までに予算不足が生じる事業が主な内容であり

ます。

歳出であります。

９款教育費、１項教育総務費、６目スクールバス管

理費153千円の増であります。

スクールバス１台分の冬タイヤ購入費141千円と、そ

れに伴う交換手数料など12千円の計上です。

続きまして、７ページをご覧願います。

６項保健体育費、４目学校給食費861千円の増であり

ます。

主に学校給食センターの厨房調理器具の修繕料とし

て223千円、施設及び備品の修繕料として627千円で、

修繕料の合計は850千円であります。

これらについては、学校給食の提供に支障をきたこ

とから、予算流用し修繕を行ったところであります。

また、保守点検委託料は、ばい煙測定委託料の見直

しによる予算不足が生じたための11千円で、学校給食

費合計で861千円を計上するものであります。
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以上、管理課所管の補正予算の説明とさせていただ

きます。

ご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

●生涯学習課 それでは私からは、生涯学習課に関する補正予算に

長 ついて、ご説明いたします。金額が低いようなもの、

微調整等につきましては、割愛させていただきますの

で御理解いただきたいと思います。

事項別明細書１ページ、２ページをご覧願います。

歳出であります。

５款農林水産業費、３項水産業費、７目全国豊かな

海づくり大会北海道大会推進事業費。040記念講演会・

上映会、111千円の増は、全国海づくり大会北海道大会

の記念事業に関するもので、講演会及び上映会の経費

の計上で、主に、印刷製本費110千円は、講演会及び写

真展を周知するポスター作成費の計上、通信運搬費

1,210千円は、写真パネル輸送代で、委託料から役務費

に予算科目の振替え計上するものであります。

３ページ、４ページをご覧願います。

９款教育費、１項教育総務費、３目公民館運営費、

３項社会教育費、３目公民館運営費126千円の増。内訳

としては、010公民館運営審議会117千円の増、全国公

民館研究集会北海道大会への参加に要する経費、030公

民館活動９千円の増は記載のとおりであります。

４目文化財保護費。020文化財保護65千円の増は、過

去に当町で発見され、海事記念館で保管しているアイ

ヌ民族の遺骨について、白老町にある施設「ウポポイ」

内の慰霊施設に保管するための経費の計上であります。

５ページ、６ページ目をご覧願います。

６目情報館運営費916千円の増。内訳としては、020
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厚岸情報館515千円の増、主に、修繕料300千円は、厚

岸情報館が、日本建築家協会25年賞を受賞し、記念プ

レートの寄贈を受けたことによる取付費用に207千円と

照明設備の修繕料に93千円を計上するほか、通信運搬

費121千円の増は、新しい図書管理システム導入に要す

るシステム回線接続料の計上、保守点検委託料596千円

の減は、新しい図書管理システム導入費用確定に伴う

減、事務機器借上料637千円の増は、新しい図書管理シ

ステム導入に要するシステムのデータセンター及びメ

ールサーバー使用料の計上であります。

040図書館バス運行401千円の増は、図書館バスの利

用者が乗降するステップ部分の修繕料の計上でありま

す。

６項保健体育費、２目社会体育費1,266千円の増。

020社会体育一般108千円の増は、公用車１台分のスタ

ッドレスタイヤ購入費の計上と組み替え手数料。040ス

ポーツ施設973千円の増。主に、修繕料904千円の増は、

スポーツトラクターの故障による修繕に274千円と、勤

労者体育館の玄関ドアの修繕に295千円、宮園公園遊具

の修繕に177千円、海洋センター艇庫前駐車場にある排

水枡修繕に143千円、宮園公園パークゴルフ場の散水閉

栓修繕に121千円、海洋センターの火災警報器修繕ほか

に189千円の計上、施設等備品購入49千円の新規計上は、

経年劣化により、使用不能となった野球場グラウンド

整備に使用するコートブラシ３本の購入費の計上、160

宮園公園車両整備事業185千円の増は、1.5トン級トラ

ックの購入費の増で、登録手数料と入札終了によって

トラックの購入価格が確定したことによる補正であり

ます。

以上、簡単な説明でありますが、生涯学習課に関す

る令和５年度補正予算要望の内容となります。ご審議

のうえ、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。
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●教育長 内容は、町議会第３回定例会に提出される教育費に

係る補正予算の町長への申し出についてであります。

これから質疑を行います。各課ごとに進めてまいりま

す。

まず、管理課について、質疑を行います。

（ありません。の声）

●教育長 続きまして、生涯学習課について、質疑を行います。

（ありません。の声）

●教育長 なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいで

すか。

（はい。の声）

●教育長 では、そのように決定いたします。

●教育長 次に、議案第48号「令和６年度に使用する小学校用

及び中学校用教科用図書並びに特別支援学級用教科用

図書（一般図書）の採択について」を議題といたしま

す。職員は、提案理由と議案内容の説明をしてくださ

い。

●指導室長 ただいま上程いただきました、議案第48号「令和６

年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並び

に特別支援学級用教科用図書(一般図書)の採択につい

て」、その提案理由をご説明いたします。

議案書の３ページをお開き願います。

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法
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律第13条第１項、第４項及び第５項、及び同法施行令

第14条、並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第21条第６号の規定により、令和６年度に使用す

る小学校用及び中学校用教科用図書を採択いたしたく、

本案を提出するものです。

また、特別支援学級用教科用図書(一般図書)の採択

につきましては、特別支援学級在籍児童生徒の実態に

応じた指導をするに当たり、当該学年の教科用図書で

は、対応できないことから、学校教育法附則第９条の

規定により一般図書を採択いたしたく提出するもので

あります。

各教科で使用する教科用図書については、令和５年

度第13地区教科用図書採択協議会において審議され、

採択された教科用図書を令和６年から令和９年までの

４年間使用することとなります。教科ごとの発行者は

議案書３ページ記載のとおりとなっております。

また、特別支援学級用一般図書については、議案書

４ページに記載の図書となります。

以上、大変簡単でありますが、議案第48号の提案理

由の説明といたします。

ご審議の上、採択いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

●教育長 内容は、令和６年度に小学校及び中学校で使用する

教科用図書、並びに特別支援学級で使用する教科用図

書の採択についてであります。これから質疑を行いま

す。

（ありません。の声）

●教育長 なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいで

すか。
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（はい。の声）

●教育長 では、そのように決定いたします。

●教育長 次に、議案第49号「令和５年度全国学力・学習状況

調査結果の公表について」を議題といたします。職員

は、提案理由と議案内容の説明をしてください。

●指導室長 【非公開事件のため省略】

●教育長 内容は、令和５年度全国学力・学習状況調査結果の

公表についてであります。これから質疑を行います。

【非公開事件のため省略】

●教育長 なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいで

すか。

（はい。の声）

●教育長 では、そのように決定いたします。

●教育長 その他、総体的に何かございますか。

（ありませんの声）

●教育長 以上で、本日の会議日程はすべて終了しました。

これをもちまして、第12回厚岸町教育委員会を閉会

します。


